
 

１ 取扱いの一部変更について  

  令和３年７月３１日(土)から令和３年８月２０日(金)までの宿泊旅行（２１日（土）チェックア

ウトまで）や日帰り旅行に係る新規予約については、４名以下の旅行に限定して助成を適用します。 

＊ただし、同居家族のみの場合は、人数制限の対象とせず、助成を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 問合せ先 

「新うどん県泊まってかがわ割」 の取扱いの一部変更について 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

「感染拡大防止対策期」への移行に伴い、７月３１日から８月２０日までの
宿泊等に係る新規予約については、４名以下の旅行に限定して助成を適用する
こととしました。 

【新うどん県泊まってかがわ割事務局】 

電話番号：087-823-5011 

住  所：〒760-0017 高松市番町1丁目6-6（甲南アセット番町ビル3Ｆ） 

   営業時間：平日10：00～17：00（土日祝、年末年始12/29～1/3は休業） 

   公式ＨＰ：https://www.new-kagawa-wari.com 


